
「中海の水質及び流動会議」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 中海会議設置要綱第６条に基づき、中海の水質及び流動などの調査・分析を行うとともに、水 

質改善策の評価・検討を行う部会として「中海の水質及び流動会議」（以下「会議」という。）を設

置する。 

 

（組織） 

第２条 会議における調査・分析結果並びに水質改善策の評価・検討結果は、中海会議の幹事会に諮 

り、中海会議に対して報告する。 

 

（所掌事務） 

第３条 会議は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。 

 （１）水質及び流動などの調査・分析 

 （２）水質改善策の評価・検討 

 （３）その他必要な事項 

 

（構成） 

第４条 会議の構成員は別表のとおりとする。 

２ 会議は、中海会議の開催県の環境担当課長が主宰する。 

３ 会議においては、学識経験者等に意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第５条 会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、鳥取県生活環境部くらしの安心局水環境保全課、島根県環境生活部環境政策課及び 

国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所に置き、会議の開催県の事務局が主務を掌る。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。 

 

 

附則 

この要綱は、平成２２年９月１６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年７月３１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成２５年７月１１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年７月２４日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年６月２４日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年７月１８日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和元年７月９日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年７月１０日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年７月１２日から施行する。 



別表（第４条関係） 

 

構成員 

団体名 職 名 

国土交通省中国地方整備局 

 

出雲河川事務所長 

 

環境省中国四国地方環境事務所 

 

環境対策課長 

 

農林水産省中国四国農政局 

 

農地整備課長 

 

鳥取県 生活環境部 

 環境立県推進課長 

 くらしの安心局水環境保全課長 

 衛生環境研究所長 

令和新時代創造本部 

 政策戦略監総合統括課長 

農林水産部 

農業振興監農地・水保全課長 

県土整備部 

 河川課長 

西部総合事務所 

 環境建築局長 

島根県 環境生活部 

 環境政策課長 

政策企画局 

 政策企画監 

農林水産部 

 農村整備課長 

土木部 

 河川課長 

 下水道推進課長 

健康福祉部 

 保健環境科学研究所長 

米子市 市民生活部長 

境港市 市民生活部長 

松江市 環境保全部長 

安来市 市民生活部長 

 


